
見学したい場合は？ 

Ａ．学校公開日にご覧いただけます。学校公開日 

  以外で見学希望の際は、在籍の学校にご相談 

  ください。在籍の学校から見学希望の学校に 

  ご連絡した後に、保護者の方からお問い合わ 

  せください。 

 品川区では、小学校5校、中学校１校、義務教育学校6校に知的障害特別支援学級を開設しています。 

知的機能の発達に遅れが見られ、大きな集団で学ぶことの苦手な児童が、小集団（１学級８名以内）で、一人

一人の言語面・運動面・知識面の発達状態や社会性に合う学習環境で学びます。 
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ご相談 

お問合せ先 

◆知的障害特別支援学級とは？◆ 

どんなことを学ぶの？ 

Ａ．通常の学級の教育課程を基本にしながら、児童・生徒の実態に応じた弾力的な教育課程を 

   編成しています。 

   また、児童・生徒の主体性や自発性が十分に発揮できるように指導を工夫しており、 

   小集団で個に応じた生活に役立つ内容を重視しています。 

 

（例）１年から４年生では、体力づくりや基本的な生活習慣の確立 

             日常生活に必要な言語や数量の指導 

   ５年から９年生では、日常生活に加え、社会生活や職業生活につながる 

             知識や技能などが身に付けられるような指導 

申込み方法 

・令和８年度新入学の方は就学相談にお申込みください。医師を含む就学相談委員が児童・生徒観察、 

 保護者面談を行い、入級の判断を行います（就学相談の申し込みは１０月１０日締切） 

・既に小学校・義務教育学校前期課程、中学校・義務教育学校後期課程に在籍している方は転学相談にな 

 ります。１２月末までに学校にご相談ください。その後、教育委員会が児童・生徒観察、保護者面談を 

 行い、入級の判断を行います。転学は随時です。 

対象となる児童は？ 

Ａ．記憶、推理、判断などの知的機能の発達 

  に遅れが見られ、日常・社会生活への 

  適応が難しい児童・生徒 

※原則小学校では保護者の送迎が必要 

 

就学相談Web申込 


